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国立大学法人宮城教育大学事業報告書

「国立大学法人宮城教育大学の概要」

１．目 標

宮城教育大学は、昭和４０年の創立時から教員養成の実質をつくり上げる努力を続け

てきたが、その歩みを踏まえて、さらに東北地区唯一の単科教育大学として教員養成と

現職教育に責任を負う目標のもとに、教育研究の充実に努める。

学士課程においては、幼児教育、初等・中等教育及び障害児教育の学校に有為な教員

を送り出すことを目的とし、併せて広義の教育分野における人材の養成に当たる。

修士課程においては、学部からの継続教育とともに現職の教員の研修に寄与すること

を目的とする。

社会貢献の分野では、宮城県・仙台市の教育委員会等と連携し、現職教員の資質向上

、 。に寄与するとともに 学校現場に生起する困難な課題の解決に共同で当たることとする

国際的領域では、国際交流を活発化するとともに、国際教育協力の活動に教育委員会と

連携して積極的に取り組む。

研究面では、多様な専門分野の教員個々の研究を充実させるとともに、教育現場に生

起する困難な課題の解決に寄与するため、広く共同研究を活発化する。

附属学校においては、普通教育、障害児教育の教育に当たるとともに、教員養成と現

職教育に積極的に参加し、学部との共同研究を推進する。

、「 」 「 」大学の再編・統合に当たっては 在り方懇 報告書に示された 教員養成担当大学

を目指す。

２．業 務

本学は、昭和４０年に東北大学教育学部の教員養成課程を分離して、設立された単科

教育大学である。創設以来、本学は「教員養成教育に責任を負う」大学として、主に初

等・中等教育及び障害児教育の教員養成のあるべき姿を求めて、授業研究、学生指導を

始め、個性ある先進的な活動を展開し、県下及び東北地方を中心に教育における貢献を

。 、「 、 、してきた 教育学部は 豊かな教養を与えるとともに 深く専門の学芸を教授研究し

知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、もって有為な教育者を養成し、あわせて学術

の深奥を究めて文化の進展に寄与すること」を理念・目的としており、平成８年度には

課程改革を行い、学校教育教員養成課程、障害児教育教員養成課程、生涯教育総合課程

の３課程の体制で再出発し、現在３課程２３専攻に至っている。教育課程は全人的な教

育の専門家の養成をめざしつつ、教科及び生涯教育の専門性を重視し、入学時から専攻

別の指導を行っている。基礎教育、教養教育、専門教育を有機的に結合するカリキュラ

ムを組んでおり、各種の実習を重視し現場への対応能力の習得を重視している。

大学院教育学研究科は、学校教育の場における「教育研究の推進と教育実践の向上に

資する高度の能力を養う」ことを理念・目的とし、昭和６３年４月、学校教育専攻、障

害児教育専攻及び教科教育専攻の３専攻７専修で発足した。平成２年及び４年に教科教

育専攻にそれぞれ２専修が加わり、３専攻１１専修となり、さらに、平成１２年には学

、 。校教育専攻に環境教育実践専修が新設され 同時に全専修に夜間主コースが開設された

同研究科は現職教員の受入れに広く門戸を開き、宮城県・仙台市からの派遣教員を任命
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権者との連携の下に積極的に受入れている。履修形態を多様化するなど、校務に従事し

ながら授業や研究指導が受けられる機会も拡充し､現職教員の再教育に積極的に取り組

んできた。

特殊教育特別専攻科は 「特殊教育に関する専門事項を教授し、特殊教育の分野にお、

ける資質の優れた教員を養成する」ことを目的とし、昭和５０年４月に病虚弱教育専攻

を設置した。平成６年４月に言語障害教育専攻を設置し、現在２専攻となっている。

平成１７年度に本学が取り組んだ主な事項は次のとおりである。

（１）教育学部課程改革

本学では、中期目標に「教員養成担当大学」を目指すことを掲げており、平成１６年

度から、学部課程改革の検討を進め、教育学部の３課程（学校教育教員養成課程、障害

児教育教員養成課程、生涯教育総合課程）の全面的な見直しを行い、新たに校種に応じ

た教員養成課程の創設（初等教育教員養成課程、中等教育教員養成課程、特別支援教育

教員養成課程）に取り組んできた。その基本方針の主要点は （1）非教員養成課程で、

ある生涯教育総合課程を解消し、教員養成課程に一本化する（2）小学校教員、中・高

校教員、特別支援教育教員の養成についてそれぞれ課程として区分する（3）生涯教育

総合課程において拡大した教育領域の範囲、例えば国際文化、子ども文化、教育臨床な

どの成果を生かす（4）体系的な教育実習を実施し教員としての実務面の訓練にあたる

とともに、学部における専門科目、教材研究法等と有機的関連性を持たせる(5)学生の

学力や教養の保障に配慮するとともに初等教育、中等教育、特別支援教育のそれぞれに

特化した専門性を重視した教育課程とするものである。

（２）連携関係事業

本学は、宮城県・仙台市教育委員会等の教育委員会をはじめとして、公立学校、地域

社会と連携して、有為な教員・人材の育成、現職教員の資質向上、学校現場に生起する

、 、諸課題の解決 各機関との相互連携による教育支援等積極的に連携事業を展開しており

今年度は、①フォーラム等②学校等対象事業③学生対象事業④共同研究事業⑤研修関係

事業⑥生涯学習事業等を行い、成果をあげた。その内容については 「絆2005」に掲載、

し、ホームページでも公開した。

（３）特別支援教育総合センター及び国際理解教育研究センターの活動

特別支援教育総合研究センターは、コンサルテーション活動、障害学生の大学受け入

れ支援システムの基礎研究、データベースの構築と活用方法の開発研究、公開講座の実

、 、施 特別支援教育フォーラム・ワークショップの開催等特別支援教育の研究を進展させ

地域に貢献した。国際理解教育研究センターは 「英語教育フォーラム」の主催等シン、

ポジウム、セミナーの開催、現職教員の各種研修会の運営・講師等として参加、公立学

校における国際理解教育の授業実践等の実施など英語教育に携わる現職教員への様々な

支援を行い、地域に貢献した。

（４）就職支援

平成１７年度の就職対策講座は、教員採用試験対策講座の他、一般企業・公務員試験

講座等を数多く実施した。特に教員採用試験対策講座については 『メールを利用した、

講座の周知・申込み』や『学年毎の体系的な講座の解説 （ スターティング講座（２』「

年 「キャリアアップ講座（３年 「教員採用試験直前対策講座（４年 『教職へ）」 ）」 ）」）、

の意識の向上から実践的内容までの多彩な講座 （ 先輩の輪 「論作文ゼミ 「実技ス』「 」 」

キルアップゼミ」等）等工夫を凝らした講座を開設した。教員採用試験の合格率につい
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ては、平成１７年３月卒業者の教員就職率が５８．５％と、前年を上回る好結果（前年

比６．２％増）となった。

（５）戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用

「大学運営会議」では、平成１６年度に「宮城教育大学の経営方針 「重点事業経」、

費の創設（戦略的な資源配分 、平成１７年度に「教員の活動状況の点検・評価の基）」

本方針」の立案を行い、懸案ごとに経営協議会、教育研究評議会と連携しながら、方針

。 、 「 」 「 」を策定した 同会議の下には 実際の業務遂行・検討のため 法人室 と 専門委員会

を設置している。法人化を契機に導入した「法人室」制度は、検討のみに時間がかかる

委員会制を見直し、教員及び事務職員が室員として対等な立場で連携を取り、迅速な検

討・業務遂行を行うことを目的にしたものである。

（６）事務効率化

①電算等による効率化

各種事務の電算化、ペーパーレス化、事務処理の簡素化、迅速化については、主に学

内で使用する各種申込書や申請書類等を学内ＬＡＮを利用して容易に提出できるような

方法を試行し、出勤簿のパソコン入力など事務処理の簡素化、ペーパー使用の軽減を図

った。

②兼業基準の見直しと手続きの簡素化

地方自治体等からの依頼で、本学の教育研究活動に有益であると認められる無報酬の

兼業は、本務とみなす制度を確立し、また、短期兼業の取扱いを緩和し、社会活動の拡

。 、「 」 「 」 、 、大を図った さらに 申請・認可 制度を 届出 制度とし 手続きの簡素化を図り

社会活動の拡大を図った。

（７）外部資金等の獲得

法人室に平成１７年度に「企画推進室」を加え、３室体制とし、体制整備を行った。

同室は、機動的、戦略的に競争的資金を獲得・推進することを目的に設置しており、研

究課題ごとに専門的に横断的なグループを組織し、各種ＧＰへの申請、シーズとなる研

究に取り組んだ。平成１７年度は教員養成ＧＰで「教員養成シャトルプログラム 「広」

域大学間連携による高度な教員研修の構築（７大学 」が採択され、また 「道徳教育） 、

充実のための教員養成学部等との連携研究事業（仙台市教育委員会と連携 「英語指）」

導力開発ワークショップ事業」が採択された。

（８）管理的経費の抑制

管理的経費の抑制のため、予算配分時において修繕費や雑役務費、消耗品費など削減

余地があると考えられる経費については、過去の執行状況を厳しく精査して、各々の経

費について必要最小限の要確保額を算出した上で、それを上回る部分については一定の

削減率による予算配分とした。また、予算執行においては、購入契約の集約化、省エネ

ルギー対策、アウトソーシングの推進等を図り、管理的経費を抑制した。

（９）評価関係

①認証評価

平成１７年度に大学基準協会の認証評価（相互評価）申請を行うため 「宮城教育大、

学点検・評価の基本方針 に基づいて 理念・目的 教育研究組織 教育課程 学」 、「 」「 」「 」「

生の受入れ 「研究活動 「施設・設備 「社会貢献 「管理運営 「自己点検・評価」等」 」 」 」 」

、 、 、「 」の２８８項目について 自己点検・評価を行い その結果 大学基準に適合している

と認定され 「勧告」は「なし （認定の期間は 年〈平成 年〉 月 日まで）、 」 2013 25 3 31
との良好な評価を受けた。
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（１０）教員評価

教員評価については 「教員の活動状況の点検・評価」に関する基本方針等（基本方、

針、教員評価委員会規程、教員評価における評価基準）を策定した。これは、教員個人

が自己点検・評価を通して、自らの活動の改善と向上に取り組み、さらに大学全体が教

育研究活動を推進し、教育研究活動の質の向上に努め、社会から負託された事業に関し

て、説明責任を果たそうとするものである。評価の活動項目は５項目を（学生教育、学

校支援、研究活動、社会貢献、管理・運営活動）を設定し、３年ごとに行うもので、初

回は平成１８年度に実施することとした。

（１１）授業評価

、 、 、 、 、授業評価は 前期・後期で行っており 基礎教育科目 教養教育科目 教職専門科目

教科専門科目等ほぼすべての科目（約４５０科目）を対象とし、質問項目は全ての授業

共通で５段階評価する１０項目と、自由記述となっている。回収率は前期９８％、後期

９７％であり、数値データを学年別、授業区分別、専攻別、平均分布グラフ、授業形態

別の５種類集計し、自由記述とともに各教員へフィードバックしており、また、学生に

対して、数値データとともに学生の意見・評価への専攻からの回答をホームページで公

開した。

（１２）施設マネジメント

平成１７年度に、国立学校長期計画書を作成した。また、施設整備を進めていくに当

たり、限られた資源である施設やスペースを有効に利用していくために 「施設の有効、

利用に関する調査」を実施し、分析をした。①キャリアサポートセンター②特別支援教

育総合研究センター③国際理解教育研究センター④図書館多目的閲覧室の各施設は既存

建物の部分改修により対応したものであり、今後も上記調査に基づき、有効活用を推進

していく。

（１３）危機管理等

①災害対策

将来高い確率で予想される宮城県沖地震や各種の災害等に対して その対策のため 災、 「

害対策マニュアル」を作成し、体制を整えている。本学には青葉山地区（教育学部、事

務局、附属養護学校）と上杉地区（附属中学校、附属小学校、附属幼稚園）があり、災

害が発生した場合は、青葉山地区に災害対策総本部を、上杉地区に災害対策本部を設置

し、状況に応じた対応を取ることとしている。

②安全衛生対策

、 、本学の安全・衛生については 国立大学法人宮城教育大学安全衛生管理規程に基づき

安全衛生管理体制を組んでいる。社会問題となっているアスベストについては、調査を

行った結果、全施設７７棟のうち、１１棟の直天井と８棟の階段段裏について含有率１

％（重量比）を超える吹き付けアスベスト等が使用されていることが判明した。これら

の吹き付け状態は安定しており、通常の使用においては粉じんの飛散によるばく露のお

それのないものであったが、一部囲い込みの措置を行い、平成１７年度補正予算措置に

より、平成１８年度中に除去工事を実施することとした。

③附属学校

附属学校においては、特に登下校時の事件・事故に対する対策として、警察署・地域

住民・保護者との連絡強化・情報収集、集団下校の実施、下校時の巡回、行事開催時の

パトロール、警備員配置、監視カメラ・警報ブザー・インターホン等防犯設備の設置、

、 、 。通用門の限定 通用門での来訪者の確認 教職員の名札着用等の安全管理徹底を行った
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３．事業所等の所在地

事 務 局（青葉山地区）

：〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149番地

022-214-3305電話番号

附属小学校・中学校・幼稚園（上杉地区）

：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉六丁目4番１号

022-234-0390電話番号

４．資本金の状況

国立大学法人宮城教育大学の資本金は、平成１７年度末で２２ ０１９百万円,
となっている。

その全額が平成１６年４月の設立に際して国から現物出資された財産である。

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１名、理事３名、監事２名。

任期は国立大学法人法第１５条及び国立大学法人宮城教育大学学則の定めるところに

よる。

役職名 氏 名 任 期 主 要 経 歴

学 長 横須賀 薫 平成 年 月 日 昭和 年 月 宮城教育大学教育学部 教授16 4 1 58 7
～平成 年 月 日 昭和 年 月 同 学生部長18 7 31 63 4

平成 年 月 同 附属小学校長5 4
平成 年 月 同 附属図書館長8 4
平成 年 月 同 学長12 8

理 事 高橋 孝助 平成 年 月 日 昭和 年 月 宮城教育大学教育学部 教授16 4 1 63 10
～平成 年 月 日 平成 年 月 同 学生部長18 7 31 8 4

平成 年 月 同 附属小学校長11 4
平成 年 月 同 副学長15 4

理 事 根本 政之 平成 年 月 日 平成 年 月 宮崎大学 経理部長16 4 1 8 1
～平成 年 月 日 平成 年 月 一橋大学 経理部長18 3 31 10 4

平成 年 月 国立教育会館 総務部長12 1
平成 年 月 独立行政法人教員研修13 4

センタ－ 総務部長

平成 年 月 宮城教育大学 事務局長14 1

理 事 鈴鴨 清美 平成 年 月 日 昭和 年 月 宮城県角田女子高校 校長16 4 1 61 4
～平成 年 月 日 昭和 年 月 宮城県教育庁 学務課長18 7 31 63 4

平成 元年 月 同 教育次長4
平成 年 月 宮城県仙台第一高校 校長3 4
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平成 年 月 宮城県教育委員会 教育長5 6
平成 年 月 宮城学院女子大学 教授9 4

監 事 高橋 直見 平成 年 月 日 平成 年 月 宮城県石巻女子高校 校長16 4 1 10 4
～平成 年 月 日 平成 年 月 宮城県教育庁18 3 31 12 4

参事兼高校教育課長

平成 年 月 宮城県教育委員会教育研修13 4
センタ－ 所長

監 事 犬飼 健郎 平成 年 月 日 昭和 年 月 仙台弁護士会 入会16 4 1 51 4
～平成 年 月 日 平成 年 月 同 会長(非常勤) 18 3 31 14 4

平成 年 月 日本弁護士連合会 副会長15 4

６．職員の状況（平成１７年５月１日現員数）

教 員 ４９３人（うち常勤２２４人、非常勤２６９人）

職 員 １２７人（うち常勤８１人、非常勤４６人）

７．学部等の構成

学校教育教員養成課程

教 育 学 部 障害児教育教員養成課程

生涯教育総合課程

大学院教育学研究科（修士課程）

特殊教育特別専攻科

附属環境教育実践研究センタ－

附属教育臨床総合研究センタ－

附属特別支援教育総合研究センタ－

附属国際理解教育研究センタ－

附 属 小 学 校

附 属 中 学 校

附 属 養 護 学 校

附 属 幼 稚 園

保健管理センタ－

情報処理センタ－

事 務 局

附 属 図 書 館

８．学生の状況（平成１７年５月１日在籍数）
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総学生等数 ３，２８０人

学部学生 １，６２３人

修士課程 １２９人

専 攻 科 １２人

附属学校 １，５１６人

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿 革

昭和４０年 ４月 国立大学設置法の一部を改正する法律により宮城教育大学

設置

昭和４２年 ４月 東北大学教育学部附属小学校・中学校・幼稚園を本学に移管

６月 附属養護学校（小学部・中学部）設置

昭和４３年 ４月 仮校舎（仙台市太白区三神峯）から現在地に移転

昭和４４年 ４月 附属養護学校（高等部）設置

昭和４６年 ４月 附属養護学校（仙台市青葉区上杉）を現在地に移転

昭和４７年 ５月 保健管理センタ－設置仮校舎

昭和５０年 ４月 特殊教育特別専攻科（病虚弱教育専攻）設置

昭和６３年 ４月 大学院教育学研究科（修士課程）設置

平成 ３年 ９月 情報処理センタ－設置

平成 ６年 ４月 特殊教育特別専攻科（言語障害教育専攻）設置

平成 ８年 ４月 学校教育教員養成課程、障害児教育教員養成課程、生涯教育

総合課程設置

平成 ９年 ４月 附属環境教育実践研究センタ－設置

平成１０年 ４月 附属教育臨床総合研究センタ－設置

平成１２年 ４月 大学院教育学研究科（修士課程）夜間主コ－ス設置

平成１３年 ４月 副学長設置、事務局一元化

平成１６年 ４月 国立大学法人法により国立大学法人宮城教育大学発足

平成１６年 ９月 附属特別支援教育総合研究センタ－設置

平成１６年１２月 附属国際理解教育研究センタ－設置

平成１７年 ４月 附属学校部設置
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１２．経営協議会・教育研究評議会

○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

横須賀 薫 宮城教育大学 学 長

高 橋 孝 助 宮城教育大学 総務担当理事

根 本 政 之 宮城教育大学 財務担当理事

鈴 鴨 清 美 宮城教育大学 連携担当理事

高 木 力 雄 宮城教育大学 学務担当副学長

青 木 守 弘 宮城教育大学 附属図書館長

阿 部 芳 吉 仙台市教育委員会教育長

牛 尾 陽 子 株式会社藤崎取締役／藤崎快適生活研究所所長

氏 家 照 彦 株式会社七十七銀行専務取締役

佐々木 正 峰 独立行政法人国立科学博物館長

白 石 晃 宮城県教育委員会教育長

鈴 木 素 雄 河北新報社山形総局総局長

○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

横須賀 薫 学 長

高 橋 孝 助 総務担当理事

根 本 政 之 財務担当理事

鈴 鴨 清 美 連携担当理事

高 木 力 雄 学務担当副学長

青 木 守 弘 附属図書館長

尾 股 健 保健管理センタ－長

安 江 正 治 情報処理センタ－長
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村 松 隆 附属環境教育実践研究センタ－長

本 間 明 信 附属教育臨床総合研究センター長

渡 邉 徹 附属特別支援教育総合研究センタ－長

藤 田 博 附属国際理解教育研究センタ－長

見 上 一 幸 附属小学校長

鈴 木 法日児 附属中学校長

中 井 滋 附属養護学校長

島 森 哲 男 附属幼稚園長

渡 辺 善 雄 主任教授（国語教育講座）

本 郷 隆 盛 主任教授（社会科教育講座）

萬 伸 介 主任教授（数学教育講座）

玉 木 洋 一 主任教授（理科教育講座）

吉 川 和 夫 主任教授（音楽教育講座）

高 山 登 主任教授（美術教育講座）

久 保 健 主任教授（保健体育講座）

中 屋 紀 子 主任教授（家庭科教育講座）

鈴 木 弘 志 主任教授（技術教育講座）

菅 原 和 竹 主任教授（英語教育講座）

関 口 博 久 主任教授（障害児教育講座）

本 屋 禎 子 主任教授（幼児教育講座）

西 林 克 彦 主任教授（学校教育講座）

鵜 川 義 弘 主任教授（附属環境教育実践研究センタ－）

高 山 達 雄 主任教授（附属教育臨床総合研究センタ－）

「事 業 の 実 施 状 況」

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上

業務実績報告書参照

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化

業務実績報告書参照

Ⅲ．財務内容の改善

業務実績報告書参照
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Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

業務実績報告書参照

Ⅴ．その他の業務運営に関する重要事項

業務実績報告書参照

Ⅵ．予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画）

１．予 算

（単位：百万円）

差 額
区 分 予 算 額 決 算 額

(決算－予算)

収入

運営費交付金 ２，９５１ ２，９５１ ０

１５０ ０施設整備費補助金 １５０

１４３ ９５施設整備資金貸付金償還時補助金 ４８

２９ ２９補助金等収入 ０

０国立大学財務・経営センター施設費補助金 ２２ ２２

４６自己収入 １，０２３ １，０６９

４５授業料及び入学金及び検定料収入 １，００７ １，０５２

０ ０財産処分収入 ０

１７ １雑収入 １６

０ ０承継剰余金受入 ０

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 ２６ ４７７３

長期借入金収入 ０ ０ ０

計 ４，２２０ ４，４３７ ２１７

支出

▲５８業務費 ３，９７４ ３，９１６

▲２２教育研究経費 ２，９１５ ２，８９３

▲３６一般管理経費 １，０５９ １，０２３

０ ０施設整備費 ０

１７２ ０産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 １７２

長期借入金償還金 ２６ ７１ ４５

９５国立大学財務・経営センタ－施設費納付金 ４８ １４３

８２計 ４，２２０ ４，３０２
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２．人 件 費

（単位：百万円）

差 額
区 分 予 算 額 決 算 額

(決算－予算)

▲１６人件費（承継職員分の退職手当は除く） ２，９９３ ２，９７７
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３．収 支 計 画

（単位：百万円）

差 額
区 分 予 算 額 決 算 額

(決算－予算)

費用の部 ３，９０６ ４，０２５ １１９

経常費用 ３，９０６ ４，０２５ １１９

業務費 ３，６７３ ３，７７５ １０２

教育研究経費 ３７６ ５３８ １６２

受託研究経費等 ７ ４４ ３７

役員人件費 ７９ ７７ ▲２

教員人件費 ２，４４４ ２，３５５ ▲８９

職員人件費 ７６７ ７６１ ▲６

一般管理費 ２０９ １５９ ▲５０

財務費用 ０ ７ ７

雑損 ０ ０ ０

減価償却費 ２４ ８４ ６０

臨時損失 ０ ０ ０

収益の部 ３，９０６ ４，０９１ １８５

経常収益 ３，９０６ ４，０９１ １８５

運営費交付金 ２，８５８ ２，８３０ ▲２８

授業料収益 ８０９ ９４８ １３９

入学金収益 １３２ １３１ ▲１

検定料収益 ４１ ２９ ▲１２

受託研究等収益 ７ ４５ ３８

寄附金収益 １８ ２８ １０

施設費補助金収益 ０ １３ １３

補助金等収益 ０ ２７ ２７

財務収益 ０ ０ ０

雑益 １６ １９ ３

資産見返運営費交付金等戻入 ２４ ６ ▲１８

資産見返寄附金戻入 ０ １ １

資産見返物品受贈額戻入 １ １４ １３

臨時利益 ０ ０ ０

純利益 ０ ６６６６

目的積立金取崩益 ０ ００

総利益 ０ ６６６６
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４．資 金 計 画

（単位：百万円）

差 額
区 分 予 算 額 決 算 額

(決算－予算)

資金支出 ４，４３４ ４，９２３ ４８９

１３業務活動による支出 ３，８８１ ３，８９４

投資活動による支出 ２９０ ２３０ ▲６０

７９ ３１財務活動による支出 ４８

７２０ ５０５翌年度への繰越金 ２１５

資金収入 ４，４３４ ４，９２３ ４８９

１０７業務活動による収入 ４，０００ ４，１０７

０運営費交付金による収入 ２，９５１ ２，９５１

４５授業料及び入学金検定料による収入 １，００７ １，０５２

３７ ３０受託研究等収入 ７

２９ ２９補助金収入 ０

寄附金収入 １９ ２８ ９

その他の収入 １６ １０ ▲６

２１９ １７２ ▲４７投資活動による収入

施設費による収入 １７２ ▲４７２１９

０ ０その他の収入 ０

０ ０ ０財務活動による収入

２１５ ６４４ ４２９前年度よりの繰越金

Ⅶ．短期借入金の限度額

・短期借入金の限度額：８億円

・１７年度短期借入金実績なし

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

該当なし

Ⅸ．剰余金の使途

該当なし

Ⅹ．そ の 他

１．施設・設備に関する状況

業務実績報告書参照




